
こ
か
っ
て
は
、
絶
対
免
除
主
義
が
国
際
的
に
支
配
的

（
対
大
臣
。
剛
閣
内
画
可
政
務
官
）

民
事
局

作
成

四
月

七
日
（
火
）
衆
。
法
務
委

平
将
明
議
員
（
自

民
）

一
国
が
他
の
国
の
民
事
裁
判
権
に
服
す
る
か
ど
う
か

へ

答
…

範
囲
そ
の
も
の
が
拡
大
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
す
な

な
立
場
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
国
家
の
活
動

他
の
国
の
裁
判
権
に
服
す
る
と
い
う
制
限
免
除
主
義

対
免
除
主
義
と
、
一
定
の
場
合
に
は
国
で
あ
っ
て
も

と

１

国
は
他
の
国
の
民
事
裁
判
権
に
服
さ
な
い
と
い
う
絶

と
い
う
点
に
つ

一
問

近
時
の
グ
ロ
Ｉ
バ
ル
化
の
流
れ
を
受
け

て
、
日
本
の
企
業
も
外
国
と
取
引
を
す
る
事

例
が
増
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
外
国

と
の
間
で
生
じ
た
民
事
的
な
紛
争
に
つ
い

て
、
日
本
の
裁
判
所
で
解
決
で
き
る
場
合
を

規
定
し
た
も
の
が
本
法
案
と
考
え
ら
れ
る

が
、
こ
の
法
律
案
の
提
出
に
至
っ
た
経
緯
に

つ
い
て
、
法
務
副
大
臣
に
問
う
。

いう
二
つ
の
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。

い

て
は
、
国
際
法
上
、
原
則
と
し
て

ぐ一一

1

P



三
そ
の
よ
う
な
中
、
平
成
十
六
年
、
国
連
総
会
に
お

が
国
も
、
平
成
十
九
年
一
月
に
署
名
し
ま
し
た
。

が
他
の
国
の
民
事
裁
判
権
に
服
す
べ
き
範
囲
等
を
明

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ら
か
に
す
る
国
連
国
家
免
除
条
約
が
採
択
さ
れ
、
我

七
月
二
十
一
日
判
決
に
お
い
て
、
制
限
免

す
る
こ
と
が
非
常
に
多
く
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

わ
ち
、
国
は
、
外
交
、
防
衛
と
い
っ
た
こ
と
だ
け
で

そ
う
な
り
ま
す
と
、
こ
の
種
の
取
引
に
ま
で
他
の
国

や
私
人
と
の
間
で
ゞ
ご
く
一
般
的
な
商
業
取
引
等
を

は
な
く
、
一
般
私
人
と
同
じ
よ
う
に
他
の
国
の
会
社

い

で
、
制
限
免
除
主
義
が
多
く
の
国
に
お
い
て
採
用
さ

で
は
な

の
民
事
裁
判
権
か
ら
免
除
さ
れ
る
と
す
る
の
は
相
当

ま
た
、
我
が
国
の
最
高
裁
判
所
も
、
平
成
十

て
、
制
限
免
除
主
義
に
立
ち
、
国
及
び
そ
の
財
産

い

と

いう
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
こ

義
の
：

八

年



（
参
考
）

平
成
十
八
年
七
月
二
十
一
日
最
高
裁
判
決
は
、
日
本
企
業

が
、
パ
キ
ス
タ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
に
対
し
、
同
国
政
府

の
関
連
会
社
と
の
間
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
等
を
売
り
渡
す
等

の
契
約
を
締
結
し
た
と
主
張
し
て
、
代
金
相
当
額
の
支
払
を

求
め
た
事
案
に
つ
い
て
の
判
決
で
あ
る
。

四
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
関
す
る
国
内
法
を
有
し
て
い

も
の
で
あ
り
ま
す
。

な
か
っ
た
我
が
国
と
し
て
、
外
国
が
い
か
な
る
場
合

る
の
か
に
つ
い
て
す
べ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
わ
け
で

な
が
ら
、
こ
の
判
決
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
場
合
に

立
場
に
立
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
し
か
し

明
ら
か
に
す
べ
く
、
本
法
案
を
提
出
す
る
に
至
っ
た

は
あ
り
ま
せ
ん
。

外
国
が
我
が
国
の
民
事
裁
判
権
に
服
す
る
こ
と
に
な

に
我
が
国
の
民
事
裁
判
権
に
服
す
る
の
か
に
つ
い
て

3



同
判
決
は
、
外
国
国
家
は
宮
ら
進
ん
で
我
が
国
の
民
事
裁

判
権
に
服
す
る
意
思
を
表
示
し
た
場
合
等
を
除
き
我
が
国
の

民
事
裁
判
権
か
ら
免
除
さ
れ
る
旨
を
示
し
た
昭
和
三
年
十
二

月
二
十
八
日
大
審
院
決
定
を
変
更
し
、
外
国
国
家
は
、
そ
の

私
法
的
な
い
し
業
務
管
理
的
な
行
為
に
つ
い
て
は
、
我
が
国

に
よ
る
民
事
裁
判
権
の
行
使
が
当
該
外
国
国
家
の
主
権
を
侵

害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
な
ど
の
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、

我
が
国
の
民
事
裁
判
権
か
ら
免
除
さ
れ
な
い
と
判
示
し
た
。

そ
の
上
で
、
本
件
売
買
契
約
等
の
行
為
は
、
そ
の
性
質
上
、

私
人
で
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
商
業
取
引
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
目
的
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
私
法
的
な
い
し
業
務
管
理

的
な
行
為
に
当
た
り
、
パ
キ
ス
タ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
は
、

特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
本
件
訴
訟
に
つ
い
て
我
が
国
の

民
事
裁
判
権
か
ら
免
除
さ
れ
な
い
と
判
示
し
た
。

（
資
料
）

○
平
成
十
八
年
七
月
二
十
一
日
付
け
朝
日
新
聞
夕
刊
記
事

』
■ﾛ



（
答
弁
責
任
者
）

民
事
局
参
事
官

直
通
電
話

惠
宅
電
話

携
帯
電
話

】 ~~

飛

澤

知

行

5



嬢
鍔
裁
塞
一
小
法
廷
（
今
一
北
バ
ル
化
す
る
潮
流
を
遜
窪
一
一

井
功
裁
判
長
）
は
郡
圃
、
外
》
え
た
と
い
え
る
．
ま
た
、
と
一

一
画
の
主
潅
国
家
に
日
本
の
民
一
れ
ま
で
他
国
の
外
交
鴬
が
公

一
率
裁
判
擢
が
及
ぶ
と
い
う
新
一
謡
の
た
め
に
翼
つ
・
だ
緬
品
の

－
し
い
判
鰄
蚕
示
し
だ
の
一
及

代
金
壷
支
払
わ
な
い
ま
ま
掃

一
は
な
い
）
鐘
す
る
獅
例
奄
沌
霞
し
て
も
『
泣
き
寝
入
り
一
一

一
年
ぶ
り
に
変
更
し
蕊
パ
キ
す
る
し
か
な
か
っ
た
が
へ
こ
》

ス
タ
ン
政
府
摺
手
の
訴
え
を
一
う
し
な
ケ
ー
ス
で
も
披
雲
回

却
下
し
進
．
藷
．
．
東
京
蕊
裁
復
へ
の
道
が
鯛
け
そ
う
だ
。

一
￥
判
決
潅
破
蘂
譲
理
奄
差
し

Ｂ
本
で
は
こ
れ
拳
で
き

一戻す判決転出した。外国『国家は他国の権力作用
一趣砺》》麺垂》翫鍛銅調一埜唖》》抽垂で即唖酌禿
と
に
な
り
、
商
取
引
が
グ
ロ
ー
動
産
の
潅
利
毒
め
ぐ
る
訴
訟

外
国
政
府
へ
の
訴
訟
可
龍
識

民
事
、
祁
年
ぶ
り
判
例
変
更
最

を
除
き
、
錦
闘
政
府
に
対
ず
》
一

寒
寒
小
法
廷
は
、
雌
蕊
に

る日本の鴎率裁郷潅を原一
醗遮が外観唾寒に対ずる

型
し
嘉
掌
堂
蕊
媛
蕊
擢
農
鳥
豐

免
除
主
錘
の
立
場
を
と
っ
制
隈
す
る
趣
震
の
条
約
を
深

た
１
９
ｚ
掻
年
の
大
藩
院
蕊
銀したこ逵な鐘壷繧購・・

定
が
判
例
と
じ
て
維
持
萎
れ
『
郷
国
鐵
家
は
爾
取
識
や
震

で
き
澪
→
芯
だ
へ
下
級
癖
で
・
銅
製
約
な
ど
、
私
法
的
行
為

は
外
国
政
府
に
も
雨
業
活
動
》
な
鐘
に
つ
豚
て
も
躍
率
鎚
判

な
鐘
“
一
定
の
鰐
含
は
裁
判
潅
》
織
か
ら
免
除
さ
れ
る
率
の
鰯

が
及
ぶ
と
す
琴
一
鋤
限
免
峰
一
・
躍
鎮
謹
法
は
鐘
は
や
存
在
し

室義一；の立場をとる判決．一、）ない←
塗述べ祷

『郷国璽．
が出始めて唖だ。．第一

不
￥
家
の
主
擢
を
鍵
垂
誉
る
お
ぞ

法
廷
報
決
は
錘
れ
に
お
墨
付

れ
が
あ
る
な
ど
祷
段
の
事
満

き
を
与
丞
だ
と
零
丞
る
ゆ
一
》
が
な
い
隈
り
へ
日
本
の
民
事

■
８
日
■
■
８
Ⅱ
Ⅱ
Ｐ
■
■
ｑ
ｑ
０
弧

裁
判
瀝
懲
免
除
さ
れ
な
い
一
・

ら
一鑑
箪
示
堤
。

訴
訟
は
狼
泌
隼
に
パ
キ
ス

タ
ン
政
府
側
が
鱈
入
し
た

コ

ン
ど
１
１
・
タ
ｊ
代
金
約
返
鱈
《

雫
円
縮
窒
分
の
支
抵
い
ま
塞
宗

部
の
鐵
易
会
社
が
求
め
た
。
《

貿
易
会
社
側
は
、
や
契
絢
梱
手
．

の
企
業
が
頚
防
慧
の
鯛
連
企

業
だ
と
主
張
セ
パ
キ
ス
ダ
ン
．
⑤

郡
町
ａ
Ｆ
・
』
、
．
曹
日

側
は
、
企
業
は
蕊
な
る
私
企

業
に
す
ぎ
ず
《
政
府
の
代
理
．
鍵
』

。

一

人
生
し
て
の
権
限
睡
錘
か
コ
ー

たど主張し争っているや
・●一己一

両

＜
）

一一

球忽年17ﾊI’z／H

罫壽扉識 歴
ｻ才ケイ や東京 鮒il 夕刊



(対大臣｡|政務宮》. U
4月7日（火）衆。法務委

民事局 作成

平将明議員(自民）

2問 これまで，我が国にはこのような法律がなか

ったということだが，今まで我が国の裁判所は

どのような判断をしてきたのか，法務大臣政務

官に問う。

（答）

これまで，我が国の裁判所では，具体的な事案ごと

に，国際慣習法に照らし，外国が我が国の民事裁判権

から免除されるか否かが判断されてきました。

すなわち，我が国の裁判所においては，昭和3年に

大審院が，外国国家は，原則として，我が国の民事裁

判権に服することを免除されるという，いわゆる絶対

免除主義の立場に立つことを明らかにして以来 この

考え方が維持されてきました。

例えば，この大審院の考え方にしたがって，日本の

企業が外国に対してコンピュータの売買代金相当額の

支払を求めた場合であっても，外国は裁判権から免除

されるという国際慣習法があると判断し，日本の企業

の訴えを却下する下級審の裁判例がありました。

平成18年7月21日に最高裁判所は，昭和3年の

↓
-l-



大審院の判断を変更して，外国国家は，私法的ないし

業務管理的な行為については，原則として我が国の民

事裁判権に服するという，いわゆる制限免除主義の立

場に立つことを明らかにしました。しかしながら，こ

の判決によって，外国国家が我が国の民事裁判権に服

する場合として示された「私法的ないし業務管理的行

為』の具体的内容がすべて明らかとなったわけではあ

りません。したがって，外国と取引等をする私人や企

業にとっては，外国と紛争になった場合に，日本の裁

判所で裁判をすることができるのかについて依然とし

て不明確な状況が残っておりました。

(答弁等責任者）

民事局参事官

直通電話I
自宅電話l

携帯電話I

飛澤 知行

’

I－2‐
三…一



平成21年4月7日（火） 衆・法務委員会

平 将明議員（自民） 対法務当局（民事局）

3問 この法律ができることにより，外国と取引をする日

本の企業には，どのようなメリットがあるのか, 法務

当局に問う。

(答）

1 先ほど答弁したとおり，これまでは外国と取引をする企業

にとっては，外国と紛争になった場合に，日本の裁判所で裁

判をすることができるのかについて予測が付きにくい状況に

あった。

2 この法律ができることにより，国際的に受け入れられやす

いルールに基づき，いかなる場合に外国が日本の民事裁判権

に服するのかについて明らかになり，外国及び私人の予見可

能性が確保されることになる。



平成21年4月7日（火） 衆。法務委員会

平 将明議員（自民） 対法務当局（民事局）

4問 この法律案によれば，例えば，日本の企業が外国を

相手にパソコンを売却したところ，外国がその代金を

払ってくれないという場合，日本の企業は，日本の裁

判所で裁判をすることが可能なのか，法務当局に問
ア

ブ。

（答）

この法律案第8条は，商業的取引，すなわち物品の売買，役

務の調達及び金銭の貸借など，民事又は商事に係る事項につい

ての契約又は取引に関する裁判手続について，外国は原則とし

て日本の民事裁判権に服するものとしている。

パソコンの売買契約は物品の売買契約であるから，商業的取

引に該当するため，当該売買契約の相手方である外国は，日本

の民事裁判権に服することになり，日本の企業は，当該外国を

相手方として，日本の裁判所で裁判をすることができる。



平成21年4月7日（火） 衆・法務委員会

平将明議員（自民） 対法務当局（民事局）

5問 この法律案によれば，例えば，外国の在本邦大使館

に雇われている日本人が，外国に対して未払賃金の支払

を求める裁判をすることができるのか，法務当局に問
ア

ブ。

（答）

我が国で労務が提供されるような労働契約に関する裁判手続

については，この法律案第9条が適謂され，同条第2項が定め

る免除事由に該当しない限り，同条第1項により，外国等は，

我が国の民事裁判権から免除されないこととなる。

そして，未払賃金の支払を求める裁判手続は，同条第2項が

定める免除事由のいずれにも該当しない場合，同条第1項によ

り，外国等は，我が国の民事裁判権から免除されず，外国の在

本邦大使館に雇われている日本人は，当該外国等に対して，未

払賃金の支払を求める裁判をすることができることとなる。



平成21年4月7日（火） 衆・法務委員会
平将明議員（自民） 対法務当局（民事局）

6問 今までは，外国の有する財産に対する保全処分及び

民事執行を行うことはできたのか，法務当局に問う。

（答）

1 国際法上一般に，外国の有する財産に対する強制的な措置

は，原則的に認められていない。また，今まで，外国が，そ

の有する財産に対する保全処分及び民事執行の手続について，

我が国の民事裁判権から免除されるか否か，免除されない場

合があるとすれば，いかなる要件の下で免除されないのかと

いう点について規定した国内法はなく，この点についての明

確な最高裁判所の判例もなかった。

2 したがって，例外的に外国の有する財産に対する保全処分

及び民事執行を行うことができるのかについては，個別の事

案ごとの裁判所の判断にゆだねられ，あらかじめ当事者が見

通しを持つことができない状況にあったといえる。



平成21年4月7日（火） 衆・法務委員会

平将明議員（自民） 対法務当局（民事局）

7問 この法律案が法律として成立・施行された際には，

外国の有する財産に対する保全処分及び民事執行を行う

ことができるようになるのか，法務当局に問う。

（答）

1 この法律案が法律として成立・施行された際には，一定の

場合には，外国の有する財産に対する保全処分及び民事執行

を行うことができることが明確になる。

2 すなわち，外国は，原則として，その有する財産に対する

保全処分及び民事執行の手続について，我が国の民事裁判権

から免除されるから（第4条），原則として，外国の有する

財産に対して，保全処分及び民事執行をすることはできない。

3 しかしながら，外国が，その有する財産に対して保全処分

又は民事執行をすることについて，①条約その他の国際約束，

②仲裁に関する合意，③書面による契約等の方法で明示的に

同意した場合には，当該外国は，当該保全処分又は民事執行

の手続について，我が国の民事裁判権から免除されない（第

17条第1項）。

したがって，これらの場合には，当該外国の有する財産に

対して，保全処分又は民事執行をすることができる。

4 また，外国が，その有する財産を保全処分又は民事執行の

目的を達することができるように指定し又は担保として提供

した場合には，当該外国は，当該財産に対する当該保全処分

又は民事執行の手続について，我が国の民事裁判権から免除

されない（第17条第2項）。



したがって，これらの場合にも，当該外国の有する当該財

産に対して，当該保全処分又は民事執行をすることができる。

5 さらに，外国の同意等がない場合でも，外国は，当該外国

の有するいわゆる商業用財産等に対する民事執行の手続につ
いて，我が国の民事裁判権から免除されない（第18条第1

項）。

したがって，この場合にも，当該外国の有する当該財産に

対しては，民事執行をすることができる。



平成21年4月7日（火） 衆・法務委員会

平将明議員（自民） 対法務当局（民事局）

8問 この法律案によると，日本の企業が，外国の有する

財産に対して強制執行をすることができる道を確保して

おくためには，具体的にどのような方策をとることにな

るのか，法務当局に問う。

(答）

1 日本の企業が，外国の有する財産に対して強制執行をする

ことができる道を確保しておくためには，まず，外国と取引

をする際などに，その有する財産に対する強制執行をするこ

とについての明示的な同意を書面による契約により得ておく

ことが考えられる（第17条第1項第3号）。

2 また，外国から，強制執行の目的とすべき財産について指

定を受けておくことが考えられる（第17条第2項）。

3 なお，強制執行の手続は，我が国の司法権の発動であると

ころ，我が国の司法権は，我が国の領域内にのみ及ぶから，

日本国外にある外国の有する財産に対して強制執行をするこ

とはできない。

したがって，外国から強制執行をすることについての明示

的な同意を得る場合及び強制執行の目的とすべき財産につい

て指定を受けておく場合，いずれの場合にも，我が国の領域

内にある外国の有する財産について，同意又は指定を受けて

おく必要がある。



(対医国｡政務官）
4月7日（火）衆・法務委

民事局 作成

神崎武法議員(公明）

1問 我が国においては，1928年12月28日

のいわゆる松山事件における大審院決定に基づ

き，長い間絶対免除主義の立場が維持されてき

たが, 2006年7月21日の最高裁判所の判

決は，この決定を変更し，制限免除主義の立場

を明らかにしたという。この最高裁判所の立場

及び判例の射程範囲について,法務大臣に問う。

(答）

1 委員御指摘のとおり，最高裁判所は，平成18年

7月21臼の判決で，昭和3年の大審院の決定を変

更し，外国国家は，その「私法的ないし業務管理的

な行為」については，原則として我が国の民事裁判

権に服するとの判断を示し，制限免除主義の立場に

立つことを明らかにしました。

2 もつとも，この判決は，商業取引に係る裁判手続

について判断したものであり，それ以外にどのよう

なものが「私法的ないし業務管理的な行為」に該当

し，外国が我が国の民事裁判権に服するのかについ

し
‐リー



ては，この判決だけからは必ずしも明らかとはいえ

ません。

3 そこで，法務省としましては，外国が，いかなる

場合に我が国の民事裁判権に服するのか，その範囲

を明らかにするために，この法律案を提出させてい

ただきました。

（参考）

平成18年7月21日最高裁判決は，日本企業が，パキ

スタン・イスラム共和国に対し『同国政府の関連会社との

間で，コンピュータ等を売り渡す等の契約を締結したと主
張して，代金相当額の支払を求めた事案についての判決で

ある。

同判決は，外国国家は自ら進んで我が国の民事裁判権に

服する意思を表示した場合等を除き我が国の民事裁判権か

ら免除される旨を示した昭和3年12月28日大審院決定

を変更し，外国国家は，その私法的ないし業務管理的な行

為については，我が国による民事裁判権の行使が当該外国
国家の主権を侵害するおそれがあるなどの特段の事情がな

い限り，我が国の民事裁判権から免除されないと判示した。

その上で，本件売買契約等の行為は，その性質上，私人で

も行うことができる商業取引であるから，その目的いかん

にかかわらず，私法的ないし業務管理的な行為に当たり，

パキスタン。イスラム共和国は、特段の事情のない限り，

‐2‐



本件訴訟について我が国の民事裁判権から免除されないと

判示した。

（資料）

○平成18年7月21日付け朝日新聞夕刊記事

(答弁等責任者）

民事局参事官 飛澤 知行
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平成21年4月7日（火） 参・法務委員会

神崎武法議員（公明） 対法務当局（民事局）

2問 この法律案第8条第1項において『私法的取引」と

いう文言ではなく，あえて『商業的取引」という文言を

用いたのはなぜか，法務当局に問う。

(答）

この法律案第8条の『商業的取引」に対応する国連国家免

除条約の文言は, c｡mmercial transacti｡n (日本語訳は『商業
的取引」）である。このようにcommerCialという文言が用

いられているにもかかわらず，『商業的」という文言を用い

ず，「私法的」という文言を用いると，国連国家免除条約と

この法律案とでその意味するとこが異なるのではないかとい

う誤解が生じるおそれがある。

そこで，この法律案では，『商業的取引」という文言を用

いることとしたものである。

もつとも，国連国家免除条約でいうcommercialは，日本

法における『商』の概念より広く，営利性や事業性の有無を

問わないものと解されているので，この惠とを明らかにする

ために，この法律案第8条では，『商業的取引」の説明とし

て，『民事又は商事に係る物品の売貿，役務の調達及び金銭

の貸借その他の事項についての契約又は取引』をいうものと

している。



（参考）

第八条 外国等は、商業的取引（民事又は商事に係る物品の売買、役

務の調達、金銭の貸借その他の事項についての契約又は取引（労働

契約を除く。）をいう。次項及び第十六条において同じ。）のうち、

当該外国等と当該外国等（国以外のものにあっては、それらが所属

する国。以下この項において同じ。）以外の国の国民又は当該外国

等以外の国若しくはこれに所属する国等の法令に基づいて設立され

た法人その他の団体との間のものに関する裁判手続について、裁判

権から免除されない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 当該外国等と当該外国等以外の国等との間の商業的取引であ

る場合

二 当該商業的取引の当事者が明示的に別段の合意をした場合



平成21年4月7日（火） 参・法務委員会

神崎武法議員（公明） 対法務当局（民事局）

3問 この法律案において「商業的取引」について，例示

を掲げることとしたのはなぜか，法務当局に問う。

（答）

この法律案の「商業的取引」という文言は，これまでの法令

で用いられていない新しい法概念であり，また，『商業的取

引」は，外国等が我が国の民事裁判権に服することとなる主要

な場合に該当するものである。そのため，この概念が何を指す

のかを知る手がかりを確保する必要性がある。

また，この法律案でいう『商業的取引」は，日本法における

「商」の概念より広く，営利性や事業性の有無を問わないため，

このことを明らかにする必要もある。

そこで，この法律案において『商業的取引jについて，例示

的な説明を掲げることとしたものである。



平成21年4月7日（火） 参・法務委員会

神崎武法議員（公明） 対法務当局（民事局）

4間 この法律案において「商業的取引jの判断基準に関

する規定が設けられていないのはなぜか，法務当局に問
ヱ

フ。

(答）

1 「商業的取引』に該当するか否かの判断基準については，

①契約又は取引の動機や目的に着目して判断する考え方と②

契約又は取引の性質に着目して判断する考え方とがある。目

的に着目して判断する考え方では外国等による「商業的取

引」の判断が窓意的になるおそれがあるため，基本的にはよ

り客観的に'性質に着目して判断する考え方が相当であると考

えられる。

2 しかしながら，契約又は取引の性質に着目する限りは「商

業的取引」に該当し得るような場合でも，我が国の民事裁判

権からの免除をすべて認めないとすることが外国等の主権を

侵害するような場合が皆無とはいえないため，そのような場

合には例外的に当該契約又は取引の目的等も考慮し，我が国

の民事裁判権からの免除を認める必要がある。

3 伽こ，「商業的取引」の判断基準について性質に着目して

判断する考え方の立場から明文の規定を設けてしまうと，今

述べたような裁判権からの免除を認めるべき例外的な場合を

読む余地がないと解されるおそれがある。

そこで，この法律案においては，｜商業的取引」の判断基準

についての明文規定を設けなかったものである。



平成21年4月7日（火） 参・法務委員会

神崎武法議員（公明） 対法務当局（民事局）

5問 この法律案において国連国家免除条約第4条（条約

の不遡及）に対応する規定を設けなかったのはなぜか，

法務当局に問う。

(答）

国連国家免除条約第4条（注）は，関係国について同条約

が効力を生ずる前に開始された裁判手続については適用され

ない旨を規定している。

この法律案は，同条約の非締約国に対しても適用される上，

|司条約の発効を待たずして施行されるものである。

したがって，この法律案では,本則には条約第4条に相当す

る規定を置かず，附則の経過措置において，この法律案の施

行前に開始された事件については適用されない旨を定めるこ

ととしている。

(注）国連国家免除条約第4条（この条約の不遡及）

この条約は、国及びその財産の裁判権からの免除の問題であって、

関係国についてこの条約が効力を生ずる日前にいずれかの国に対し

て開始された他の国の裁判所における裁判手続において生じたもの

については、適用しない．ただし、この条約に規定されている規則

のうちこの条約との関係を離れ国際法に基づき国及びその財産の裁

判権からの免除を規律する規則については、その適用を妨げるもの
ではない。



平成21年4月7日（火） 参。法務委員会

神崎武法議員（公明） 対法務当局（民事局）

6問 この法律案において国連国家免除条約第6条2 (b)

（免除を実施するための方法）に対応する規定を設けな

かったのはなぜか，法務当局に問う。

(答）

1 条約第6条2 (b)は，各国の法制度によっては，外国等が，

ある裁判手続の当事者として指定されていない場合であって

も，当該裁判手続が当該外国等の財産，権利，利益又は活動

に影響を及ぼすこととなる場合があることから置かれている

規定と考えられる。具体的には，英米法系の国で見られる対

物訴訟（注1）が主に想定されている。

2 我が国においては，そのような対物訴訟という制度はない。

また，民事裁判権からの免除の原則を定めたこの法律案第4

条は，外国等が裁判手続の当事者となる場合に限定した規定

ではないので，外国等が当事者とならない場合にも適用され

ることになる。

そこで，この法律案では，敢えて条約第6条2 (b)に相当

する規定を置かなかったものである。

(更問）

我が国において，条約第6条2 (b)に該当し得るような場

合はないのか。

(答）

外国が債権者である債務者について，日本で破産手続が開

始された場合（注2）等が考えられる。



(注1）

対物訴訟とは，英米法系の国に見られる財産自体を被告と
する訴訟のことをいう。

(注2）
この場合，破産債権者である外国は，破産手続の当事者で

はないが，当該破産手続によらなければ破産者の財産に個別
執行することができなくなる（破産法第100条第1項）。

（参考）国連国家免除条約

第六条 免除を実施するための方法
l いずれの国も，自国の裁判所における裁判手続において他の国

に対して裁判権を行使することを差し控えることにより前条に規

定する免除を実施するものとし，このため，自国の裁判所が，当

該他の国が同条の規定に基づいて享有する免除が尊重されるよう

職権によって決定することを確保する。

2 いずれかの国の裁判所における裁判手続は，次の(a)又は(b)の

場合には，他の国に対して開始されたものとみなす。

(a)当該他の国が当該裁判手続の当事者として指定される場合

(b)当該他の国が当該裁判手続の当事者として指定されていな

いが，当該裁判手続が実際には当該他の国の財産，権利，利益

又は活動に影響を及ぼすものである場合

（参考）破産法

（破産債権の行使）

第百条 破産債権は，この法律に特別の定めがある場合を除き，破産
手続によらなければ，行使することができない。

2 前項の規定は，次に掲げる行為によって破産債権である租税等の

請求権を行使する場合については，適用しない。

一 破産手続開始の時に破産財団に属する財産に対して既にされて

いる国税滞納処分

二 徴収の権限を有する者による還付金又は過誤納金の充当



平成21年4月7日（火） 衆･法務委員会

神崎武法議員（公明） 対法務当局（民事局）

7問 物品の売買に関する裁判手続であっても外国等が我

が国の民事裁判権から免除されるのはどのような場合

か，法務当局に問う。

(答）

1 日本の企業が外国に物品を販売したが，代金を支払っても

らえないというような物品の売買に関する裁判手続は，一般

的には，この法律案第8条第1項の『商業的取引…に関する

裁判手続」に当たると考えられるため，当該外国は，我が国

の民事裁判権から免除されないものと考えられる（第8条第

1項）。

2 もつとも，物品の売買に関する裁判手続であっても，例え

ば，当該物品の用途が外国の国防や外交に関わるような場合

（注）には，そのような裁判手続について我が国の裁判所が

裁判権を行使するとすれば，外国の主権を侵害するおそれが

あるものと考えられる。

したがって，この場合には，「民事叉は商事に係る物品の

売買」（第8条第1項）とは評価できず，『商業的取引』

（同条項）に該当しないとして，当該外国が我が国の民事裁

判権から免除される場合もあり得ると考えられる。

3 また，商業的取引に関する裁判手続であっても，次のよう

な場合には，外国等は,．我が国の民事裁判権から免除される。

第1に，外国と当該外国の国民との間の商業的取引のよう

な場合（第8条第1項），第2に，国同士の商業的取引のよ

うな場合（同条第2項第1号），第3に，商業的取引の当事



者が明示的に別段の合意をした場合（同項第2号）には，外

国等は，我が国の民事裁判権から免除される。

(注）例えば，売買の対象物品が，軍事機密用に特別に改良されたパ

ソコンであったり，あるいは軍事用の特殊仕様がされた軍服である

場合が考えられる。

（参考）

第八条 外国等は、商業的取引（民事又は商事に係る物品の売買、役

務の調達、金銭の貸借その他の事項についての契約又は取引（労働

契約を除く。）をいう。次項及び第十六条において同じ。）のうち、

当該外国等と当該外国等（国以外のものにあっては、それらが所属

する国。以ﾄこの項において同じ。）以外の国の国民又は当該外国

等以外の国若しくはこれに所属する国等の法令に基づいて設立され

た法人その他の団体との間のものに関する裁判手続について、裁判

権から免除されない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 当該外国等と当該外国等以外の鬮等との間の商業的取引であ

る場合

二 当該商業的取引の当事者が明示的に別段の合意をした場合



平成21年4月7日（火） 衆・法務委員会

神崎武法議員（公明） 対法務当局（民事局）

8問 外国の在本邦大使館が解雇等を理由に就労を拒否し

ている場合に，その期間の賃金支払請求に関する裁判に

ついて，当該外国は我が国の民事裁判権から免除されな

いのか, 法務当局に問う。

（答）

外国等が解雇等により労働契約が終了したことを理由として

就労を拒否している期間の賃金支払請求に関する裁判手続につ

いては，損害の賠償を求めるものではないので，この法律案第

9条第2項第4号にいう外国等の元首，政府の長又は外務大臣

によって当該裁判手続が当該外国等の安全保障上の利益を害す

るおそれがあるとされた場合でない限り，当該外国等は，我が

国の民事裁判権から免除されないこととなる。

(注）私人が採用されたとして，外国等が就労を拒否している

期間の賃金の支払を求める裁判手続については，この法律

案第9条第2項第3号に該当するため，当該外国等は我が

国の民事裁判権から免除されることとなる。



平成21年4月7日（火） 衆。法務委員会
神崎武法議員（公明〉 対法務当局（民事局）

9問 この法律案第9条（労働契約）第2項第3号及び第

4号において，金銭請求に係る裁判のうち損害の賠償を

求めるもののみを当該各号の規律から除いたのはなぜ

か，法務当局に問う。

（答）

御指摘のとおり，この法律案第9条第2項第3号及び第4号

については，立案過程において，金銭請求に係る裁判手続一般

について当該各号の適用対象から除外し，外国等は我が国の民

事裁判権から免除されないとするのか，あるいは，そのうち損

害の賠償を求めるものについてのみ当該各号の適用対象から除
外し，外国等は我が国の民事裁判権から免除されないとするの

か，いずれの考え方が妥当か検討された。

前者の考え方，すなわち，金銭請求に係る裁判手続一般が我

が国の民事裁判権から免除されないとすると，採用の成否や解

雇等の効力を争う裁判手続のように，この法律案第9条第2項

第3号又は第4号によって，外国等が我が国の民事裁判権から

免除され得る場合であっても，外国等が就労を拒否している期

間の賃金支払請求に係る裁判手続については，我が国の民事裁

判権から免除されないこととなり，裁判所が，請求を認容する

判決をすることも可能となる。そうすると，外国等は，例えば

労働者を不採用とした場合や，解雇した場合であって外国等の

元首等により安全保障上の利益を害するおそれがあるとした場

合であっても，労働者に対して賃金を支払い続けなければなら

なくなるが，このような事態は，実質的には外国等に採用や解



雇の無効を強制したことと同じになり，この法律案第3号及び

第4号の趣旨に反して相当ではないと考えられる。

そのため，この法律案第9条第2項第3号及び第4号におい

ては，後者の考え方をとり，金銭請求に係る裁判手続のうち，

損害の賠償を求めるものについてのみ，当該各号の適用対象か

ら除外することとした。



平成21年4月7日（火） 衆・法務委員会

神崎武法議員（公明） 対法務当局（民事局）

10間 期間の定めのある労働契約の更新の拒絶に関する

裁判手続は，この法律案第9条第2項第3号と第4号の

いずれの裁判手続に該当するのか，法務当局に問う。

〈答）

労働契約の更新拒絶については，個別の事案に応じて様々な

態様があることから，事案ごとにその実質にかんがみて，いず

れの裁判手続に該当するのか判断されることとなる。

具体的には，解雇権濫用法理が類推適用されない労働契約の

更新拒絶（例えば，契約期間の満了によって当然に契約関係が

終了するような場合。）は，改めて契約を締結する場合である

といえるから，第3号の『再雇用の契約の成否」に関する裁判

手続に該当するが，解雇権濫用法理が類推適用される労働契約

の更新拒絶（例えば，①反覆更新されて期間の定めのない契約

と実質的に異ならない状態に至っていると認められる場合，②

相当程度の反覆更新の実態から，雇用継続への合理的な期待が

認められる場合及び③格別の意思表示や特段の支障のない限り

当然に更新されることを前提に契約を締結したものと認められ

る場合。）は，労働契約を終了させる場合と同視し得るので，

第4号の「解雇その他の労働契約の終了の効力」に関する裁判

手続に該当するものと考えられる。



平成21年4月7日（火） 衆・法務委員会

神崎武法議員（公明） 対法務当局（民事局）

11問 外国の公務員が公務中に日本国内で自動車の交通

事故を起こし日本人が死傷したり，財産が壊された場

合，当該外国は，我が国の民事裁判権から免除されるの

か，法務当局に問う。

(答）

外国の公務員が公務中に日本国内で自動車の交通事故を起

こして日本人が死傷したり，日本人の財産が壊された場合に

おいて，それが当該外国が責任を負うべきものと主張される

行為によって生じた場合には，損害の賠償を求める訴訟を提

起された当該外国は，この法律案第10条（人の死傷又は有

体物の滅失等）により，我が国の民事裁判権から免除されな

い。



平成21年4月7日（火） 衆・法務委員会

神崎武法議員（公明） 対法務当局（民事局）

1.2間 外国の外交官が公務中に日本国内で自動車の交

通事故を起こし日本人の死傷者が出た場合に，当該外国

は，我が国の民事裁判権から免除されるのか，法務当局

に問う。

(答〉

1 外国の外交官が公務中に日本国内で自動車の交通事故を起

こし日本人の死傷者が出た場合において, それが当該外国が

責任を負うべきものと主張される行為によって生じた場合に

は，損害の賠償を求める訴訟を提起された当該外国は，この

法律案第10条（人の死傷又は有体物の滅失等）により，我

が国の民事裁判権から免除されないものと考えられる。

2 なお，外交官個人は，外交関係に関するウィーン条約上及

び国際|貫習法上，原則として外国の民事裁判権から免除され

る（注1）（注2〉ため，例えば，我が国の裁判所において，

公務中に交通事故を起こした外国の外交官個人に対して損害

賠償請求訴訟をすることはできない。

(注1）我が国は，外交関係に関するウィーン条約の締約国であるか

ら，同条約の締約国である外国の外交官は，公務中の自動車の交通

事故に関する裁判手続については，同条約第31条1により，我が

国の民事裁判権から免除されるものと考えられる。



(参考）外交関係に関するウィーン条約第31条1

第三ｲ一条 1 外交官は、接受園の刑事裁判権からの免除を享有す

る。外交官は、また、次の訴訟の場合を除くほか、民事裁判権及び

行政裁判権からの免除を享有する。

(a) 接受国の領域内にある個人の不動産に関する訴訟（その外

交官が使節団の目的のため派遣国に代わって保有する不動産

に関する訴訟を含まない。）

(b) 外交官が、派遣国の代表者としてではなく個人として、遺

言執行者、遺産管理人、相続人又は受遺者として関係してい

る相続に関する訴訟

(c) 外交官が接受国において自己の公の任務の範囲外で行なう

職業活動又は商業活動に関する訴訟

(注2）ある国の外交官が他国の民事裁判権から一般的に免除される

というのは国際慣習法ということができるから，外交関係に関する

ウィーン条約の非締約国である外国の外交官も，公務中の自動車の

交通事故に関する裁判手続について，我が国の民事裁判権から免除

されるものと考えられる。



平成21年4月7日（火） 衆・法務委員会

神崎武法議員（公明） 対法務当局（民事局）

13問 日本の企業から不動産を賃借し，在本邦大使館と

して使用している外国に賃料の不払がある場合，当該賃

料の支払請求訴訟について，この法律案第11条第1項

（不動産に係る権利利益等）により，当該外国は，我が

国の民事裁判権から免除されないと解してよいか，法務

当局に問う。

（答）

この法律案第11条は，外国が在本邦大使館として用いる不

動産に関する裁判手続についても適用される。

また，外交関係に関するウィーン条約及び領事関係に関する

ウィーン条約においても，外交使節団及び領事機関の公館その

他の不動産に関する接受国の裁判所の民事裁判権からの免除に

ついては，規定されていない。

したがって，委員御指摘のとおり，外国が，在本邦大使館と

して用いる不動産について，当該不動産の賃料を支払わない場

合には，不動産の権利利益に関する裁判手続であるとして，こ

の法律案第11条第1項により，我が国の民事裁判権から免除

されないことになる（注）。

（注）

外国が在本邦公館として用いる不動産に対する保全処分及び民事執
行の手続については，第17条及び第18条の各規定が適用されるほ
か，外交関係に関するウィーン条約及び領事関係に関するウィーン条
約が定める各規律が適用される。



（参考）

○外交関係に関するウィーン条約（昭和39年条約第14号）
第1条

この条約の適用上、

(a)～(h) 略

所有者のいかんを闘わず、使節団のため
その一部及びこれに附属する土地（使節

「使節団の公館lとは(i) 、

に使用されている建物又はその一部及びこれに附属する土地

団の長の住居であるこれらのものを含む。）をいう。

第22条
接受国の官吏は、使節団の長が使節団の公館は、不可侵とする。1

同意した場合を除くほか、公館に立ち入ることができない。

2 略

3 使節団の公館、公館内にある用具類その他の財産及び使節団の輪

は、捜索、徴発、差押え又は強制執行を免除される送手段 0

○領事関係に関するウィーン条約（昭和58年条約第14号）

第1条 定義

1 この条約の適用上、

(a)～(i) (略）

建物又はその一部及びこれに附属す
q

調のために使用されているもの（所

｢領事機関の公館』とは6） 、

る土塊であって、専ら領事機関のために使用されているもの
有者のいかんを問わない。）をいう。

(k) (略〉

2～3 （略）

第31条 領事機関の公館の不可侵

領事機関の公館l襲この条に定める湿度l皇鐙k,て韮亙侵_と_士る。
１

２

接受国の当局は、領事機関の長若しくはその指名した者又は派遣
国の外交使節団の長の同意がある場合を除くほか、領事機関の公館
で専ら領事機関の活動のために使用される部分に立ち入ってはなら

ない。ただし、火災その他迅速な保護措置を必要とする災害の場合
には、領事機関の長の同意があったものとみなす。

3 （略）

4 領事機関の公館及びその用具類並びに領事機関の財産及び輸送手

段は、国防又は公共事業の目的のためのいかなる形式の徴発からも

免除される。この目的のために収用を必要とする場合には、領事任

務の遂行の妨げとならないようあらゆる可能な措置がとられるもの

とし、また、派遣国に対し、迅速、十分かつ有効な補償が行われる。



平成21年4月7日（火） 衆・法務委員会

神崎武法議員（公明） 対法務当局（民事局）

14問 外国の観光局が日本人が著作権を持つ写真や文章

を無断転載して日本国内においてパンフレットを作成，

配布した場合，知的財産権の侵害を理由とする損害賠償

請求訴訟について，当該外国は，我が国の民事裁判権か

ら免除されないと解してよいか，法務当局に問う。

(答）

知的財産権については，この法律案の第13条に規定を設

けている。その第2号は，外国等が，日本国内においてした，

我が国の知的財産権の侵害に関する裁判手続について，当該

外国等は我が国の民事裁判権から免除されないものとしてい

る。したがって，御指摘の事例において，外国は我が国の民

事裁判権から免除されないこととなる。

》



平成21年4月7日（火） 衆・法務委員会

神崎武法議員（公明〉 対法務当局（民事局）

15間 独立の法人格を有する国営企業は，我が国の民事

裁判権から免除される対象となるのか，法務当局に問

Ｏ

》
う

(答）

国営企業ば 国営であることを理由として，当然に我が国

の民事裁判権から免除されることにはならない。ただし，当

該国営企業が外国から国家の主権的な権能を行使する権限を

付与された団体であって当該権限を行使している場合には，

この法律案第2条第3号によりこの法律案の適用対象である

「外国等』に当たることになるから，我が国の民事裁判権か

ら免除される対象となる場合がある。



平成21年4月7日（火） 衆・法務委員会

加藤公一議員（民主） 対法務当局（民事局）

1問 国連国家免除条約があるにもかかわらず，なぜこの

法律案を提出する必要があるのか，法務当局に問う。

（答）

我が国の裁判手続において諸外国を国連国家免除条約の締約

国であるか否かにかかわらず差別なく取り扱うことが適当であ

ることから，同条約に基づき諸外国に一般的に適用されるこの

法律案を提出する必要がある。



(対函｡政務官）
4月7日（火）衆．法務委

民事局 作成

加藤公一議員(民主）

2問 外国に対する我が国の民事裁判権の免除につ

いては最高裁判所で確立された判例があるが，

この法律案は，判例の原則を変更するものか，

法務大臣に問う。

(答）

1 委員御指摘のとおり，最高裁判所は，平成18年

7月21日の判決で，昭和3年の大審院の決定を変

更し，外国国家は，その『私法的ないし業務管理的

な行為」については，原則として我が国の民事裁判

権に服するとの判断を示し，制限免除主義の立場に

立つことを明らかにしました。

2 今回の法律案は,この最高裁判所の判例を踏まえ，

外国が，いかなる場合に我が国の民事裁判権に服す

るのか，その範囲を明らかにするものです。

したがって，この法律案は，最高裁判所の判例で

ある制限免除主義を変更するものではありません。

-1-



（参考）

平成18年7月21日最高裁判決は，日本企業が，パキ

スタン。イスラム共和国に対し，同国政府の関連会社との

間で，コンピュータ等を売り渡す等の契約を締結したと主
張して，代金相当額の支払を求めた事案についての判決で
ある。

同判決は，外国国家は自ら進んで我が国の民事裁判権に
服する意思を表示した場合等を除き我が国の民事裁判権か
ら免除される旨を示した昭和3年12月28臼大審院決定
を変更し，外国国家は，その私法的ないし業務管理的な行
為については，我が国による民事裁判権の行使が当該外国
国家の主権を侵害するおそれがあるなどの特段の事情がな
い限り，我が国の民事裁判権から免除されないと判示した。

その上で，本件売買契約等の行為は，その性質上，私人で
も行うことができる商業取引であるから，その目的いかん
にかかわらず，私法的ないし業務管理的な行為に当たり，
パキスタン。イスラム共和国は，特段の事情のない限り，
本件訴訟について我が国の民事裁判権から免除されないと
判示した。

（資料）

○平成18年7月21日付け朝日新聞夕刊記事

‐2‐
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民事局参事官 飛澤 知行
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平成21年4月7日（火） 衆・法務委員会

加藤公一議員（民主） 対法務当局（民事局）

3問 この法律案第2条第1号の「国」とは何か，我が国

が承認していない国家を含むか，法務当局に問う。

（答）

この法律案第2条第1号にいう『国」とは，国家それ自体を

いう。我が国が国家として承認していない主体は含まない。



平成21年4月7日（火） 衆・法務委員会

加藤公一議員（民主） 対法務当局（民事局）

4問 北朝鮮や台湾には主権免除を一切認めないという理

解でよいか, 法務当局に問う。

『
み

『

（答）

この法律案の適用対象となる『国」（第2条第1号）につい

ては，我が国が国家として承認していない主体は含まれず，北

朝鮮及び台湾のいずれも，この法律案の適用対象とはならない

ため，これらに対して，我が国の民事裁判権からの免除を認め

ることはないと考えられる。



平成21年4月7日（火） 衆・法務委員会

加藤公一議員（民主） 対法務当局（民事局）

5問 仮に，北朝鮮が発射したミサイルによって日本国内

で損害が発生した場合，我が国の裁判所において北朝鮮

を相手取って損害賠償請求訴訟の裁判をできると考えて

間違いないか，法務当局に問う。

（答）

既に述べたとおり，この法律案の適用対象となる『国」（第

2条第1号）については，我が国が国家として承認していない

主体は含まれず，北朝鮮は，この法律案の適用対象とはならな

いため，我が国として，北朝鮮に対して，我が国の民事裁判権

からの免除を認めることはないと考えられる。



平成21年4月7日（火） 衆・法務委員会

加藤公一議員（民主） 対法務当局（民事局）

6問 拉致被害者の方が，北朝鮮を相手取って損害賠償請

求訴訟の裁判をできると考えて間違いないか，法務当局

に問う。

（答）

既に述べたとおり，この法律案の適用対象となる「国」（第

2条第1号）については, 我が国が国家として承認していない

主体は含まれず，北朝鮮は，この法律案の適用対象とはならな

いため，我が国として，北朝鮮に対して）我が国の民事裁判権

からの免除を認めることはないと考えられる。



平成21年4月7日（火） 衆，法務委員会

加藤公一議員（民主〉 対法務当局（民事局）

7問 この法律案にいう『連邦国家j(第2条第2号）と

は何か，法務当局に問う。

(答）

複数の州等によって構成される国家をいう。



平成21年4月7日（火） 衆・法務委員会

加藤公一議員（民主） 対法務当局（民事局）

8問 ロシア連邦は，この法律案第2条の『連邦国家」に

該当するか，法務当局に闘う。

（答）

ロシア連邦は，この法律案第2条にいう『連邦国家』に該当

すると思われるが，最終釣に裁判所の判断に委ねられることと

なる。



平成21年4月7日（火） 衆。法務委員会

加藤公一議員（民主） 対法務当局（民事局）

9問 国連国家免除条約とこの法律案とでは，主権免除の

範囲が異なるのか，法務当局に問う。
4

（答）

この法律案は，国連国家免除条約を踏まえて作成したもので

あり，同条約とこの法律案とでは，外国等に対する裁判権免除

の範囲は同じである。



平成21年4月7日（火） 衆・法務委員会
加藤公一議員（民主） 対法務当局（民事局）

10間 この法律案の第2条に該当する外国等の範囲が一義

的ではないと考えられるが，これでは, 予見可能性を確

保し，外国等との取引を行う私人がリスクを回避できる

ようにしようとするこの法律案の趣旨が実現できないお

それはないか，法務当局に問う。

へ

（答）

この法律案第2条は，『外国等」を定義しており，これによ

り我が国の民事裁判権から免除される主要な主体については明

らかにされているので，予見可能性は…+-分確保されていると考

えられる。



平成21年4月7日（火） 衆・法務委員会

加藤公一議員（民主） 対法務当局（民事局）

11問 この法律案第2条第2号の「連邦国家の州･“に準

ずる国の行政区画』及び「主権的な権能を行使する権

限jとはそれぞれ何か，法務当局に問う。

(答）

1 この法律案第2条第2号の「連邦国家の州…に準ずる国の

行政区画」とは，連邦国家の州に準じるような主体をいい，

例えば，香港 マカオといった中国の特別行政区がこれに該

当するものと考えられる。

2 また，同号の「主権的な権能を行使する権限jとは，国内

法令の制定，適用又は執行をする権限を意味するものである。



平成21年4月7日（火） 衆。法務委員会
加藤公一議員（民主） 対法務当局（民事局）

12問 この法律案第2条第3号の「主権的な権能を行使

する権限」を付与された団体とは何か，法務当局に間
ｰ

つ◎

(答）

この法律案第2条第3号の『主権的な権能を行使する権

限」を付与された団体とは，（11間で答弁したとおり）国

内法令の制定，適用又は執行をする権限を付与された団体で

あって，その付与された主権的な権能の行使としての行為を

する場合の当該団体を意味する。例えば，外国の中央銀行が

これに当たり得る。

｡



平成21年4月7日（火） 衆，法務委員会

加藤公一議員（民主） 対法務当局（民事局）

13問 この法律案第3条の『条約j及び「確立された国

際法規」のうち，外国等が主権免除を受ける根拠となる

ものは具体的には何か，法務当局に問う。

(答）

1 この法律案第3条の『条約』としては，外交関係に関する

ウィーン条約，領事関係に関するウィーン条約等が挙げられ

る。

2 また，同条の職立された国際法規』としては，例えば外

国元首の享有する免除が挙げられる。

(参考）外交関係に関するウィーン条約第31条1

第三十一条 1 外交官は、接受国の刑事裁判権からの免除を享有す
る。外交官は、また、次の訴訟の場合を除くほか、民事裁判権及び
行政裁判権からの免除を享有する。

(a) 接受国の領域内にある個人の不動産に関する訴訟（その外
交官が使節団の目的のため派遣国に代わって保有する不動産
に関する訴訟を含まない。）

(b) 外交官が、派遣国の代表者としてではなく個人として、遺
言執行者、遺産管理人、相続人又は受遺者として関係してい
る相続に関する訴訟

(c) 外交官が接受国において自己の公の任務の範囲外で行なう
職業活動又は商業活動に関する訴訟

領事関係に関するウィーン条約

第四 { ･三条 1 領事官及び事務技術職員は、領事任務の遂行に当た
って行った行為に関し、接受国の司法当局又は行政当局の裁判権に

服さない。



もつとも、lの規定は、次の民事訴訟については、適用しない。
(a) 領事官又は事務技術職員が、派遣国のためにする旨を明示

的にも黙示的にも示すことなく締結した契約に係る民事訴訟
(b) 接受国において車両、船舶又は航空機により引き起こされ

2

接受国において車両、船舶又は航空機により引き蓮
た事故による損害について第三者の提起する民事訴訟

(b)



平成21年4月7日〈火） 衆・法務委員会

加藤公一議員（民主） 対法務当局（民事局）

14問 この法律案が成立した場合，これまで判例で認め

られてきた範囲を超えて，広く裁判権の免除が認められ

ることはあり得るか，法務当局に問う。

(答)

平成18年7月2，1日の最高裁判所の判決によって外国が

我が国の民事裁判権に服する場合として示された『私法的な

いし業務管理的行為」については，同判決によっても，その

具体的内容が全て明らかとされたわけではない。

この法律案は，民事裁判権からの免除が認められる具体的

な範囲について，これまでの諸国の慣行を踏まえて作成され

た国連国家免除条約に準拠して，外国等が我が国の民事裁判

権に服する場合を明らかにしたものであり，また，前述の最

高裁判決とも整合的なものであるため，この法律案により，

外国等が我が国の民事裁判権から免除される範囲が広くなる

ことはないと考えている。



平成21年4月7日（火） 衆。法務委員会

加藤公一議員（民主） 対法務当局（民事局）

15問 この法律案が成立した場合，これまで判例で認め

られてきた裁判権の免除の範囲を狭められることはあり

得るか，法務当局に問う。

(答）

（問14のとおり）平成18年7月21日の最高裁判所の

判決によって外国が我が国の民事裁判権に服する場合として

示された『私法的ないし業務管理的行為」については，同判

決によって，その具体的内容が全て明らかとされたわけでは

ない。

この法律案は，民事裁判権からの免除が認められる具体的

な範囲について，これまでの諸国の慣行を踏まえて作成され

た国連国家免除条約に準拠して，外国等が我が国の民事裁判

権に服する場合を明らかにしたものであり，また，前述の最

高裁判決とも整合的なものであり，この法律案により外国等

が我が国の民事裁判権から免除される範囲が狭められること

はないと考えている。



平成21年4月7日（火） 衆・法務委員会

加藤公一議員（民主） 対法務当局（民事局）

16問 この法律案第9条では，外国等と個人との間の労

働契約が存在している場合について規定しているが，例

えば，外国等が派遣労働者を受け入れていた場合，当該

派遣労働者が派遣元企業と契約している業務内容と違う

業務を強制されたとすると，それに伴う損害賠償請求訴

訟について，裁判権から免除されるか，法務当局に問

う。

(答）

1 御指摘のとおり，この法律案第9条は，労働契約に関する

規定であり，労働契約関係にある当事者である外国等と個人

との間に適用されるものである。

2 お尋ねの事例については，個別の事案に応じて様々な態様

があることから，具体的な事案ごとにその実質にかんがみて

判断する必要があると思われるが，労働者と派遣先となった

外国等との間に労働契約関係があると認められるような場合

であれば（注），この法律案第9条の規律に従って，外国等

は，原則として，我が国の民事裁判権から免除されないこと

となる。

(注）

下級審の裁判例の中には，労働者と派遣先との間に黙示の

労働契約が成立したといえるような場合や, 派遣元が形式的

存在にすぎず，法人格否認の法理が適用又は準用されるよう



な場合には，派遣先と派遣労働者との間の労働契約関係を認

め得るとするものがある。



平成21年4月7日（火） 衆・法務委員会

加藤公一議員（民主） 対法務当局（民事局）

17問 最高裁判所の判例（最判平成18年7月21日）

を読む限りでは，16問のようなケースにおいては，外

国等は裁判権から免除されないと思われるが，この理解

で間違いないか，法務当局に問う。

(答）

1 御指摘の最高裁判所の判例は，外国国家は，その私法的な

いし業務管理的な行為については，原則として我が国の民事

裁判権に服するとの判断を示したものであるが，この判決は，

商業取引に係る裁判手続について判断したものであり，それ

以外にどのようなものが『私法的ないし業務管理的な行為j

に該当し，外国が我が国の民事裁判権に服するのかについて

は，この判決によっても，その具体的内容がすべて明らかと

されたわけではない。

2 また，先ほどお尋ねの事例である労働者派遣の関係につい

ては，個別の事案に応じて様々な態様があることから，具体

的な事案ごとにその実質にかんがみて判断する必要がある。

3 したがって，御指摘の最高裁判所の判例により，お尋ねの

事例においても外国等が我が国の民事裁判権から免除されな

いと一義的にいうことは，困難であると考えられる。

（参考）

平成18年7月21日最高裁判決は，日本企業が，パキスタ
ン・イスラム共和国に対し，同国政府の関連会社との間で，コ
ンピュータ等を売り渡す等の契約を締結したと主張して，代金



相当額の支払を求めた事案についての判決である。
同半l1決は，外国国家は自ら進んで我が国の民事裁判権に服す
る意思を表示した場合等を除き我が国の民事裁判権から免除さ
れる旨を示した昭和3年12月28日大審院決定を変更し，外
国国家は，その私法的ないし業務管理的な行為については，我
が国による民事裁判権の行使が当該外国国家の主権を侵害する
おそれがあるなどの特段の事情がない限り，我が国の民事裁判
権から免除されないと判示した｡ その上で，本件売買契約等の
行為は，その性質上，私人でも行うことができる商業取引であ
るから，その目的いかんにかかわらず，私法的ないし業務管理
的な行為に当たり，パキスタン・イスラム共和国は，特段の事
情のない限り，本件訴訟について我が国の民事裁判権から免除
されないと判示した。



平成21年4月7日（火） 衆・法務委員会

加藤公一議員（民主） 対法務当局（民事局）

18問 この法律案が成立すると，最高裁判所の判例（最

判平成18年7月21日）では裁判を起こせたはずの事

案が，裁判を起こすことすら不可能になる場合が出てく

るのか，法務当局に問う。

(答）

平成18年7月21日の最高裁判所の判決によって外国が

我が国の民事裁判権に服する場合として示された『私法的な

いし業務管理的行為」については，同判決によっても，その

具体的内容が全て明らかとされたわけではない。

この法律案は，民事裁判権からの免除が認められる具体的

な範囲について，これまでの諸国の慣行を踏まえて作成され

た国連国家免除条約に準拠して，外国等が我が国の民事裁判

権に服する場合を明らかにするものであり，また，ご指摘の

判例と整合的なものと考えている。

したがって，この法律案が成立することにより，ご指摘の

判例で裁判を起こせたはずの事案において裁判を起こすこと

ができなくなることばないと考えている。



平成21年4月7日（火） 衆・法務委員会
保坂展人議員（社民） 対法務当局（民事局）

1問 日本国民がこの法律を使いこなすためには，どのよ

うな点に留意すべきか，法務当局に問う。
｡

(答）

1 この法律案は，外国等が我が国の民事裁判権に服する場合

を具体的に明示しているので，どのような場合に我が国の裁

判所で民事裁判をすることができるかについて留意する必要

がある。

2 この法律案では，まず，外国等が特定の事項又は事件に関

して我が国の民事裁判権に服することに明示的に同意した場

合及び我が国の裁判所に自ら訴えを提起するなどした場合に

は，外国等は我が国の民事裁判権に服するものとしている。

次に, 外国等の明示的な同意がないような場合でも，①

日本国民や企業が外国等との間で物品を売買したり，外国

等に不動産を賃貸したなどというような商業的取引, ②日

本国民と外国等との間の労働契約，③人の死傷又は有体物

の滅失等などに関する裁判手続のうち一定のものについて，

外国等が我が国の民事裁判権に服することとしている。

3 また，この法律案は，外国等の有する財産に対する保全処

分及び民事執行の手続について，外国等が我が国の民事裁判

権に服する場合も定めている．

具体的には，まず，外国等がその有する財産に対して保全

処分又は民事執行をすることに明示的に同意した場合及び保

全処分又は民事執行の目的を達することができるように特定

の財産を担保として提供するなどした場合には，外国等は我



が国の民事裁判権に服することとしている．

次に，外国等の明示的な同意がないような場合でも，その

有する商業用財産等に対する民事執行の手続については，外

国等は我が国の民事裁判権に服することとしている。

4 したがって，法務当局としては，このような民事裁判がで

きる範囲を，日本国民や企業に周知していく所存である。

(参考）

平将明君の8間（強制執行の道を残すための具体的方策）



備考）
平成21年4月7日（火） 衆・法務委員会

平将明議員（自民） 対法務当局（民事局）

8問 この法律案によると，日本の企業が，外国の有する

財産に対して強制執行をすることができる道を確保して

‐おくためには，具体的にどのような方策をとることにな

るのか，法務当局に闇う･

（答）

1 日本の企業が，外国の有する財産に対して強制執行をする

ことができる道を確保しておくためには，まず，外国と取引

をする際などに，その有する財産に対する強制執行をするこ

とについての明示的な|司意を書面による契約により得ておく

ことが考えられる（第17条第1項第3号）。

2 また，外国から，強制執行の目的とすべき財産について指

定を受けておくことが考えられる (第1 7条第2項）。

3 なお，強制執行の手続は，我が国の司法権の発動であると

ころ，我が国の司法権は，我が国の領域内にのみ及ぶから，

日本国外にある外国の有する財産に対して強制執行をするこ

とはできない。

したがって，外国から強制執行をすること についての明示

的な同意を得る場合及び強制執行の目的とすべき財産につい

て指定を受けておく場合，いずれの場合にも，我が国の領域

内にある外国の有する財産について，同意又は指定を受けて

おく必要がある。



平成21年4月7日（火） 衆・法務委員会

保坂展人議員（社民） 対法務当局（民事局）

2問 この法律が成立した後，この法律の内容を知らせる

ためにどのように広報をするつもりか，法務当局に問
静

フ。

（答）

この法律案の成立後，法務省ホームページでその概要を公表

するほか，各種雑誌等においても，その概要や解説等を投稿す

るなどして広報に努めることを予定している。

さらに，本法律案の要綱作成のための法制審議会における調

査審議に協力いただいた経済界，労働界等の関係者の御協力も

得て，周知，広報に努めてまいりたいと考えている。



衆・法務委員会

対法務当局（民事局）

平成21年4月7日（火）

滝実議員（無所属）

1問 国連国家免除条約第11条1，第12条，第13

条，第14条及び第16条1のそれぞれただし書には

「ただし，関係国の間で別段の合意をする場合は，この

限りでない。」との規定があるが, 鬮内法であるこの法

律案ではこれらのただし書に相当する規定を置かなかっ

たのはなぜか，法務当局に問う。

(答）

御指摘のあったこれらのただし書は，国連国家免除条約と，

関係国の間の合意という，いずれも国家間の合意であるもの

の間の優先関係について定めるものである。したがって，国

内法であるこの法律案においては，これらのただし書に相当

する特段の規定を置く必要はない。



衆・法務委員会

対法務当局（民事局）

平成21年4月7日（火）

滝実議員（無所属）

2間 平成18年7月21日の最高裁判所判決によって東

京高等裁判所に差し戻された事件の結末はどうなったの

か，法務当局に問う。

(答）

現在，東京高等裁判所に係属しているようである。

（参考）

平成18年7月21日判決は，日本企業が，パキスタン・イ

スラム共和国に対し，同国政府の関連会社との間で，コンピュ

ータ等を売り渡す等の契約を締結したと主張して，代金相当額

の支払を求めた事案について，パキスタン・イスラム共和国に

対して我が国の民事裁判権からの免除を認めて，訴えを却下し

た原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の

違反があるとして，原判決を破棄し，東京高等裁判所に差し戻

した。



衆・法務委員会

対法務当局（民事局）

平成21年4月7日（火）

滝実議員（無所属）

3問 この法律案に基づいて我が国が外国等に対して民事

裁判権を行使する事例がどの程度出てくると想定してい

るのか，法務当局に問う。

（答）

この法律案の成立後，我が国の裁判所が外国等に対して民事

裁判権を行使する事例がどの程度出てくるかについては，将来

の具体的な事件の動向にかかわることであり，現時点で予測す

ることは困難である。



衆・法務委員会

対法務当局（民事局）

平成21年4月7日（火）

滝実議員（無所属）

4問 この法律案に基づいて我が国が外国等に対して民事

裁判権を行使して原告の請求を認容する判決が出された

場合，当該判決に基づいて強制執行する体制の整備はさ

れているのか，法務当局に問う。

（答）

l この法律案は，我が国が外国等に対して民事裁判権を行使

して原告の請求を認容する判決が出された場合に，当該判決

に基づいて当該外国等の有する財産に対して強制執行をする

ことができる一定の場合を明確化した。その意味で，この法

律案は，外国等に対する判決に基づく強制執行をする体制を

整備するものといえる。

2 すなわち，外国等は，原則として，その有する財産に対す

る保全処分及び民事執行の手続について，我が国の民事裁判

権から免除されるから（第4条），原則として，外国等の有

する財産に対して，我が国の裁判所において保全処分及び民

事執行をすることはできない。

3 しかしながら，外国等が，その有する財産に対して保全処

分又は民事執行をすることについて，①条約その他の国際約

束，②仲裁に関する合意，③書面による契約等の方法で明示

的に|司意した場合には，当該外国等は，当該保全処分又は民

事執行の手続について，我が国の民事裁判権から免除されな

い（第17条第1項）。

したがって，これらの場合には，日本国内にある当該外観

等の有する財産に対して，我が国の管轄裁籾所に申立てをす

ｲ

／



ることにより，保全処分又は民事執行をすることができる。

4 また，外国等が，その有する財産を保全処分又は民事執行

の目的を達することができるように指定し又は担保として提

供した場合には，当該外国等は，当該財産に対する当該保全

処分又は民事執行の手続について，我が国の民事裁判権から

免除されない（第17条第2項）。

したがって，これらの場合にも，日本国内にある当該外国

等の有する当該財産に対して，我が国の管轄裁判所に申立て

をすることにより，保全処分又は民事執行をすることができ

る。

5 さらに，外国等の同意等がない場合でも，外国等は，当該

外国等の有するいわゆる商業用財産等に対する民事執行の手

続について，我が国の民事裁判権から免除されない（第18

条第1項）。

したがって，この場合にも，日本国内にある当該外国等の

有する当該財産に対しては，我が国の管轄裁判所に申立てを

することにより，民事執行をすることができる。


